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よく考える人になろう  すすんで働く人になろう  ともに助け合う人になろう 

 

○ 令和５年度の開進第二中学校のスローガンは、「開二魂の復興」です。 
○ そして合言葉は、「声かけ・拍手」に思いや願いを込めてです。 

                               校長 牧 野 英 一 

10 月の全校朝会で、ルールとマナーの意味について考えたと思います。皆さん、
覚えていますか。 
１ 「ルール」の意味 
  「ルール」とは、集団に所属する一人一人が安全・安心な生活を送るために自然
発生的に生まれた「必要最小限の約束」なのではないか。 

  そして、「ルール」とは、「注意する側」と「注意される側」に分かれて一方的に
指示を出すものではなく、「より良い学校生活を送るためには、自分はどうすれば
よいのか」という視点で、「双方向で互いに声をかけ合う」ことが大切ではないか
という話をしました。 

 
２ 「マナー」の意味 

「マナー」については、学校生活・集団生活をより豊かに過ごすために必要な  
「思いやり」なのではないか。 

 一人ひとりがマナーは、なぜ必要なのか考え、相手のことを少し考える余裕を  
もてば、「学校生活はより豊か」になっていくのではないか。という話をしました。 
１年生は、都内巡りで、２年生は鎌倉校外学習で、仲間同士で電車の中や見学  

する際の「ルール」や「マナー」の意味について考え、実際に行動に移しマナーの
必要性について実感することができたでしょうか。 

 
３ 服装について自ら考える。 
 それでは、皆さんは服装については、どのように考えますか。 
例えば、日常の学校生活でも、授業、三者面談、職員室に用事がある際など、 

様々な場面がありますね。それ以外にも、職場体験、校外学習、宿泊行事、修学 
旅行、校外に出る際でも、電車の中、見学をする際、服装については模範解答が  
なく、時間、場所、場面に応じた身だしなみを自分で考えることが大切です。 

先日の校外学習でも、私服で来ている学校も多数ありました。私服は、恐らく  
一定の約束を生徒の実行委員が決めて、個人が服装を選択したのだと思います。 
本校は、標準服を基調として、上着については気温などに応じて個人が選択  

したのだと思います。皆さんは、校外学習の際の服装についてどう考えますか。 
 
本校では、他校のように衣替えの期間を設定せずに、皆さん自身が、時間、場所、

場面を考えて防寒着を選択することが必要になります。その際に、防寒着を選択  
する際の留意点が書かれています。  
繰り返しになりますが、いつ、どのような身だしなみをするべきかについては、

模範解答はありません。実際の社会生活に向けて身だしなみを考えるための練習だ
と考えてください。 
ぜひ、服装の選択を通して、「ルール」や「マナー」について考えるきっかけに   

してください。 



 
 
                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
今後の行事予定 
日 曜 学 校 行 事 等 備 考 

20 月 生徒朝礼  復習確認テスト（３年）②～⑥  

２１ 火 中央委員会 特別時程 

２３ 木 勤労感謝の日         

２７ 月 研究発表 ⑥カット 

29 水 職員会議  難聴学級全体グループ 昼清掃 

３０ 木 難聴学級校内グループ ３年⑥カット 

 
防寒着の着用について 

本校は、昭和 47 年度に東京都教育委員会の学力水準向上事業対象校となり、昭和 54 年度から

は人権尊重教育研究推進校、昭和 57 年度からは人権尊重教育推進校の指定をそれぞれ受け、互い

に認め合う人間関係の育成を中心に人権教育の研究を進めています。 

 令和４・５年度は「自己肯定感を高め、多様性を認め合う生徒の育成」をテーマにして、生徒と

ともに人権教育の研究に取り組んでまいりました。 

 この度、下記のとおり研究発表を行いますので、保護者の皆様、地域の皆様には研究の成果を見

届けていただけると幸いです。 

記 

 １ 日時 令和５年１１月２７日（月） 

       １３：００ 受付開始  

１３：３０ 公開授業  

１４：３５ 研究発表 指導・講評  

１５：２５ 講演 「すてきに生きよう パラスポーツと多様性」 

       講師 男子車いすバスケットボール元日本代表 根木慎志 様 

 ２ 会場 公開授業･･･各教室 

      研究発表・講演･･･体育館 

令和４・５年度 東京都教育委員会 人権尊重教育校 研究発表会の御案内 

公開授業の詳細は 

学校ホームページに 

掲載しています。 

本校では、防寒着を、セーター、カーディガン、コート、ウィンドブレーカー（部活動で購入したウ

インドブレーカーを含む）、ダウンジャケット等としています。 

 服装、場面に応じて、上記の防寒着を選択して温度を調節してください。また、インナー、マフラー、 

手袋の着用も可能です。いずれも、生徒が自らの身だしなみや TPO について考え、自分で適切な選択

をすることができるよう、ご家庭でもご協力をお願いします。 

※ 令和６年度の標準服リニューアルに向け、標準服取扱店での防寒着の在庫が品薄になっています。 

上記のとおりの防寒着を各ご家庭でご用意ください。 


